ＳＤＧｓステップアップ保証制度要綱

１．目　的
本制度はＳＤＧｓ達成に向けた取組みを積極的に行う中小企業者、また地域社会の形成に積極的に取組む中小企業者の資金繰りを応援することで、持続可能な社会の実現に寄与するとともに中小企業者の企業価値の向上に資することを目的とする。

２．対象者および資格要件
滋賀県信用保証協会（以下、保証協会という。）の保証対象要件に該当する中小企業者で、以下のいずれかに該当する者。
（1） ＳＤＧｓに賛同し、すでにその目標に向けた取組みを進めており、今後も社会的課題の解決に取り組もうとしている。
（2） ＳＤＧｓに賛同するとともに、別に示す認定等を受けている。

３．保証限度額
３，０００万円以内

４．資金使途
事業資金（不動産取得資金はＳＤＧｓの目標達成のための資金に限る。本制度およびＳＤＧｓ保証以外の既存融資の借換は不可。）

５．保証期間と融資期間
運転資金　１０年　（据置期間５年以内）
設備資金　１５年　（据置期間５年以内）

６．貸付形式
証書貸付

７．返済方法
均等分割返済

８．貸付利率
金融機関所定利率とする。

９．連帯保証人
原則として法人の代表者を除いては、保証人を徴求しないこととする。

１０．担　保
必要に応じて徴求する。


１１．責任共有制度
対象とする。

１２．信用保証料率
（単位：％）
区分
１
２
３
４
５
６
７
８
９
責任共有
保証料率
1.70
1.55
1.35
1.15
0.95
0.80
0.60
0.40
0.25






＊有担保割引0.1％、会計参与設置会社割引0.1％は利用可能。

１３．必要書類
保証協会所定の申込書類の他、以下の書面を添付するものとする。
（1） わが社のＳＤＧｓ（持続可能な開発目標）【要件（１）】　　（様式１）
（2） ＳＤＧｓステップアップ保証資格要件申告書【要件（２）】 （様式２）

１４. 期中管理
取扱金融機関は、据置期間が２年を超える場合、据置期間中モニタリングを行い、年に一度、信用保証協会に対し、その内容を報告するものとする。なお、取扱金融機関がモニタリング内容の報告を行わなかった場合は、当該案件にかかる代位弁済請求を行う時にその理由を記載した書面を提出するものとする。
（＊「ＳＤＧｓ達成取組み状況兼業況報告書」（様式３））

１５．実施期間
　令和３年４月１日～令和８年３月３１日

附　則
この要綱は、令和３年４月１日から実施する。
この要綱は、令和４年４月１日から実施する。
この要綱は、令和４年７月２７日から実施する。
この要綱は、令和５年４月１日から実施する。
この要綱は、令和５年６月１日から実施する。
この要綱は、令和６年４月１日から実施する。
この要綱は、令和７年４月１日から実施する。
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【別紙】対象者・資格要件（２）　

· 滋賀県の「ワーク・ライフ・バランス推進企業」登録
· 滋賀県の「滋賀県女性活躍推進企業」認証
· 滋賀県の「健康寿命延命プロジェクト」表彰
· 滋賀県の「しが障害者施設応援企業」Ａ級認定
· 経済産業大臣の「新・ダイバーシティ経営100選」「100選プライム」表彰・選定
· 厚生労働省の「ユースエール認定」
· 厚生労働省の「くるみん認定」「プラチナくるみん認定」
· 厚生労働省の「えるぼし認定」「プラチナえるぼし認定」
· 厚生労働省の「安全衛生優良企業認定」
· 日本健康会議の「健康経営優良法人」認定
· 農林水産省の「再生利用事業者」登録
· 消費者庁の実施する「食品ロス削減推進大賞」受賞
· 農林水産省の「ＮＯ－ＦＯＯＤＬＯＳＳ　ＰＲＯＪＥＣＴ（ろすのん）」参加
· 公益財団法人日本適合性認定協会等により認定された認証機関の「ＩＳＯ14001」認証
· エコアクション21中央事務局の「エコアクション21」認証・登録
· 「関西ＳＤＧｓプラットフォーム」会員
· 滋賀県信用保証協会が認めるＳＤＧｓまたはＥＳＧにかかる認定等
・京都信用金庫、湖東信用金庫が参画する「ソーシャル企業認証制度」認定
・滋賀銀行が評価した「ESG評価」（E4評価以上、有効期限内）
・京都銀行が評価した「京銀SDGs宣言サポート」（オールCを除く）
・湖東信用金庫、公益財団法人東近江三方よし基金連携制度融資「ビーナス」にかかる
公益性評価（「ビーナス」融資に限る）
